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125
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困難を抱えており、かつ孤独・孤立状況にある女性に対して、関係団体と連携して支援を行います。

関係機関と連携の下、生理の貧困等女性特有の困難に対する支援を行います。

生活支援や子育て支援、就業支援等に関する情報や補助制度、相談窓口について、広報誌や市ホームページ、SNSなど多様な媒体を通じて周知を図り、就労
につながるよう支援をします。

ひとり親自立支援員や就職サポートセンター等の相談担当者のスキルアップを図るための研修を実施します。

在住外国人等が利用しやすいように多言語に対応している相談機関との連携を図ります。

障害者虐待防止、高齢者虐待防止のための啓発を行います。

(47)在住外国人等への支援

在住外国人等が孤立しないよう、意思疎通のための援助をします。在住外国人等と相互理解を深められるように、市民活動団体等と協働して、交流の場の提
供や学習機会の充実を図ります。また、学習ニーズを踏まえた講座内容の工夫や、技能実習生受け入れ拡大に伴う受講希望者の増加への対応についても取組
を進めます。

在住外国人等が安心して暮らせるよう、多言語による情報提供を行います。また、災害時緊急情報を含めた防災情報等を多言語で発信します。

ヤングケアラー実態調査の結果を踏まえ、課題解決に向けた取組を検討します。

(46)高齢者や障害者等への支援

高齢者や障害者等が安心して暮らせるよう、様々なサービスの充実と質の向上を図るとともに、自立に向けた支援を行います。

(45)子ども・若者への支援

子ども・若者自立支援センター「くろす」と関係機関のさらなる連携を図るため、各ケースに合わせた部会やケース会議の充実について検討します。また、
「ユースプラザ」においては、関係機関等と連携して子ども・若者の生きづらさを解消し、自立に向けた支援を行います。

17　様々な困難を抱える人々への支援

ひとり親家庭の当事者グループを支援します。

茨木市パートナーシップ宣誓制度の普及啓発を図り、制度を利用したいと考えている人の利用につなげます。また、対応できる事務の拡大を検討します。

大阪府内でパートナーシップ宣誓制度を実施している自治体間において連携を図り、制度の運用を行います。

(44)ひとり親家庭への支援

ひとり親家庭やステップファミリー、同性カップル等様々な形態の家族が安心して暮らせるよう、交流機会や学習機会の充実を図ります。

(43)困難を抱える女性への支援

女性が抱える様々な困難の解決に向けた支援や困難の解消に向けたサポートを行います。また、相談員や支援人材の育成・資質向上を図ります。

学校教育や社会教育等において、性の多様性への理解が進むよう学習機会を提供するとともに、市ホームページやSNS、啓発リーフレット等を活用した啓発
活動を行います。また、性的マイノリティの当事者への相談支援や各種支援に取り組みます。

(42)パートナーシップ宣誓制度の普及

基本目標８　困難を抱える人々への支援

　すべての人が安心して、自分らしく地域で暮らしていくことができるよう、多様性を認め合う社会に向けた啓発や、相談支援の充実等、様々な社会的環境の整備を進めます。また、
性の多様性に関する周知・啓発と性的マイノリティの支援を併せた取組の推進を図ります。

施策の基本的方向・具体的施策・施策内容

16　性の多様性への理解促進と社会的環境の整備

(41)性の多様性への理解促進と性的マイノリティへの支援

市職員・教職員や市内事業所を対象に、性の多様性に関する研修や啓発を実施します。
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令和５年度事業の取組と実績 令和５年度事業の取組と実績に対する評価 事業の課題
今後の
方向性

再掲 担当課

市職員を対象に、アライ研修を実施した。
〔実施日〕令和5年12月13日
〔対象者〕全職員
〔受講者数〕72人
〔講　師〕ＮＰＯ法人ＱＷＲＣ　近藤　由香
氏

市職員を対象に、人権問題研修を実施し
た。
〔実施日〕令和5年12月8日～令和6年３月
７日
〔対象者〕全職員
〔受講者数〕106人
〔講　師〕宝塚大学看護学部教授　日高　庸
晴　氏

研修の実施により、性の多様性に対する理
解を促進することができた

引き続き、研修の実施により、性の多
様性に対する理解促進を図る。

継続 人事課

職員向けには人事課の研修の1つとして、
アライ研修を開催した。
〔開催回数〕2回
〔参加人数〕72人
事業所向けには、出前研修を実施した。
〔実施回数〕5回
〔参加人数〕45名

アライに関して関心がなかった人も一定数
あったが、受講後には業務に活かせる内容
であったとの回答が多かった。

継続
人権・男
女共生課

人権教育研修をおこなった。
〔実施日〕令和６年１月23日
          　〔対　象〕市内すべての教職員
〔テーマ〕「ジェンダー平等教育、性の多様
性」

教職員に対しての人権研修を実施すること
で人権意識を向上させることができた

研修を受けていない教職員に対して
の啓発が不十分なところが課題であ
る。

研修での学びや他
校の取組みを自校
において広げるこ
とを促す。

学校教育
推進課

電話相談とコミュニティスペースを実施し、
公共施設や市内高校・大学へチラシ・ポス
ターを配布した。
【開催日時】電話相談：毎月第4土曜日15
時～20時、コミュニティスペース：毎月第3
水曜日午後6時～8時

市ホームページにおいて、性の多様性につ
いて啓発し、性のあり方に関するQ&Aを
公開した。

コミュニティスペース、電話相談ともに、利用
件数が少ない。

コミュニティスペースおよび電話相談
の利用を増やすための工夫が必要で
ある。

継続
人権・男
女共生課

さまざまな人権学習の具体的な取組のモ
デル案を示した「人権教育授業プラン集
パートⅢ」を教職員に配布し、人権課題の
一つであるセクシャルマイノリティへの理
解促進を図った。

「人権教育授業プラン集パートⅡ」を活用す
ることで多様な性のあり方への理解を深め
ることができた。今後は「人権教育授業プラ
ン集パートⅢ」の活用をすすめていく。

当事者の有無に関わらず計画的にて
学習に取組むことが必要である。

「人権教育授業プ
ラン集パートⅢ」の
活用を推進する。

7
学校教育
推進課

令和５年度事業の取組と実績 令和５年度事業の取組と実績に対する評価 事業の課題
今後の
方向性

再掲 担当課

118

パートナーシップ宣誓制度を実施し、公共
施設等へのチラシ設置や商工会議所の会
報誌等を通じて、制度の周知及び理解促進
に努めた。また、宣誓書受領証の提示によ
り婚姻関係に準じた取扱いが可能な事務
をとりまとめ、ホームページで公開した。
［宣誓数］6組

パートナーシップ宣誓された方を対象に、
公正証書の作成費用を助成する「パート
ナーシップ宣誓制度活用補助制度」を行っ
た。
［申請数］0件

パートナーシップ関係を市として証明するこ
とが、宣誓された方の安心感にもつながる
と考えられるため、継続して実施する。
また、公正証書の作成費用補助についても
対象者の経済的負担軽減の一助となるよ
う、継続して実施する。

継続
人権・男
女共生課

119

パートナーシップ宣誓制度の自治体間連携
に関する協定に加盟し、加盟自治体間で転
居するパートナーシップ宣誓者の手続きを
簡素化した。
〔申請組数〕0件

令和5年度には本市からの転出・転入を行う
パートナーシップ宣誓者がいなかった。

令和6年度からは、大阪府・京都府・兵
庫県の自治体で構成するネットワーク
に本市も加盟し、引き続きパートナー
シップ宣誓者の利便性向上を図る。

継続
人権・男
女共生課

（具体的施策　34)女性に対する暴力を許さない社会づくり

施策内容

茨木市パートナーシップ宣誓制
度の普及啓発を図り、制度を利
用したいと考えている人の利用
につなげます。また、対応できる
事務の拡大を検討します。

大阪府内でパートナーシップ宣
誓制度を実施している自治体間
において連携を図り、制度の運
用を行います。

117

学校教育や社会教育等におい
て、性の多様性への理解が進む
よう学習機会を提供するととも
に、市ホームページやSNS、啓
発リーフレット等を活用した啓発
活動を行います。また、性的マイ
ノリティの当事者への相談支援
や各種支援に取り組みます。

（具体的施策　41)性の多様性への理解促進と性的マイノリティへの支援

施策内容

116
市職員・教職員や市内事業所を
対象に、性の多様性に関する研
修や啓発を実施します。
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令和５年度事業の取組と実績 令和５年度事業の取組と実績に対する評価 事業の課題
今後の
方向性

再掲 担当課

相談員を対象としたスーパービジョン研修
を実施した。【再掲施策番号102】

相談員のスキルアップを図り、適切な相談が
行える環境整備を図った。

多様化するケースに対応するため、引
き続きＳＶ研修を行い、相談員の更な
るスキルアップを図る必要がある。

今後も継続して実
施する。

102
人権・男
女共生課

くらしサポートセンターあすてっぷ茨木と
して、様々な困難を抱える方の相談を受
付、支援を行いました。
（新規相談件数８８８件）
また、人権・男女共生課主催のドメスティッ
ク・バイオレンス（ＤＶ）防止ネットワーク連
絡会研修会に相談員が参加した。困難な問
題を抱える女性への相談に配慮した対応
ができるよう相談対応力の向上に努めた。

研修に積極的に参加し、女性の抱える様々
な個別の問題への相談対応に備えることが
できた。

相談員の人材確保の厳しさが増して
おり、人材確保に向けた手段を検討す
る必要性がある。

適切な人員を確保
し、人材の育成を
図る。

125
福祉総合
相談課

子育て世代向け就労支援フェアを実施し
た。
【再掲　施策内容24】

仕事なんでも相談を実施した。
【再掲　施策内容62】

就職サポートセンター担当職員が、府主催
の労働相談関係機関担当者等研修を受講
した。
［受講者］1人、〔受講回数〕６回
〔受講形式〕オンライン受講

子育て世代向け就労支援フェアでは、相談
ブースや教育準備資金に関する情報を伝え
るセミナーを開催し、子育てによるブランク
がある市民等に寄り添った支援ができた。

就職サポートセンター担当職員の研修につ
いては、労働問題への対応能力を高め、労働
関係法規等の基礎的知識をはじめ、実践的
な労働相談事例を通して、実務に必要な知
識やスキルの向上を図ることができた。

今後も継続して関係課と連携し、イベ
ント等の機会を捉え、女性の仕事に対
して抱える悩み等の解決に向けた相
談業務を行っていく。

継続
24・62・
125

商工労政
課

121
女性のための相談(電話・面接等）の充実を
図った。

相談件数は、昨年と比較して、電話相談が増
加し、面接相談は減少したが、総件数は増加
しており、コロナ禍でのストレスが引き続き
影響していると考えられる。

相談できる場所の存在意義を再確認
しながら、継続して実施していくとと
もに、多様な媒体を通じた相談体制を
検討していく。

今後も継続して実
施する。

83
人権・男
女共生課

122
生理用品を関係機関に送り、必要とする方
へ配布した。
〔配布数〕110パック

ユースプラザを中心に、生理の貧困等の困
難状況を把握した際に緊急用に配布できる
ように整えた。

相談員に制度が知られていない可能
性がある。周知方法を検討していく。

継続
人権・男
女共生課

令和５年度事業の取組と実績 令和５年度事業の取組と実績に対する評価 事業の課題
今後の
方向性

再掲 担当課

性的マイノリティの方や周りの方などが集
えるコミュニティスペースを月1回開催し
た。

参加者が少なかった。
参加者を増やすための工夫が必要で
ある。

継続 117
人権・男
女共生課

ひとり親家庭が定期的に集い、交流や情報
交換を行う場を提供することにより、ひと
り親家庭の早期自立のための意欲形成及
び家庭生活の安定を図ることを目的とす
るひとり親家庭生活支援（情報交換）事業
を実施した。
〔参加者数〕大人67人、子ども27人

ひとり親家庭生活支援（情報交換）事業を実
施し、ひとり親家庭の早期自立のための意欲
形成及び家庭生活の安定を図った。

広報誌で事業の周知をしているが、新
規参加者が少ないため、「ひとり親家
庭の施策案内」にイベント情報も掲載
するなど、さらなる周知が必要であ
る。

今後も継続して実
施する。

こども政
策課

ひとり親家庭やステップファミ
リー、同性カップル等様々な形
態の家族が安心して暮らせるよ
う、交流機会や学習機会の充実
を図ります。

困難を抱えており、かつ孤独・孤
立状況にある女性に対して、関
係団体と連携して支援を行いま
す。

（具体的施策　44)ひとり親家庭への支援

施策内容

120

施策内容

123

女性が抱える様々な困難の解決
に向けた支援や困難の解消に向
けたサポートを行います。また、
相談員や支援人材の育成・資質
向上を図ります。

関係機関と連携の下、生理の貧
困等女性特有の困難に対する支
援を行います。

（具体的施策　43)困難を抱える女性への支援

44



就労に関する相談を実施した。 毎年、一定の相談件数があることから、今後
も継続して実施する。

関係機関と、より連携が行えるような
カリキュラムを考える必要がある。

今後も継続して実
施する。

111
人権・男
女共生課

生活困窮者自立支援制度について、ホーム
ページ掲載や関係各機関へちらし等を配
布し、周知を行った。
（新規相談件数888件）

新規相談件数は昨年度に比べ微減したが、
適切に他制度、他機関につなぎ、関係機関等
とチームを組み支援を実施できた。

まだ支援に繋がっていない家庭を早
い段階で見つけられるように更に周
知を徹底する必要がある。

周知を継続し、支
援を実施する。

福祉総合
相談課

生活保護受給世帯が抱えている課題に対
して、健康管理支援・子育て支援・就労支援
等の諸施策を周知し、活用を図った。
〔ひとり親家庭就労支援員活用状況〕18件

担当CWが窓口となり、各家庭の課題を整理
したうえで、本課で取り組んでいる自立支援
事業や他施策を案内し、自立・就労につなが
る支援を行うことができた。

複雑化・多様化する課題を抱える世帯
に対しては、関係機関とも連携し、自
立・就労につながる有効な支援を行っ
ていく必要がある。

自立・就労につな
がるよう継続して
支援を実施する。

生活福祉
課

母子家庭の母または父子家庭の父で、市が承認し
た自立支援教育訓練給付金対象講座を受講し、修
了した場合、経費の一部を支給した。
〔支給人数〕2人

母子家庭の母または父子家庭の父で、高等な技能
取得のため6月以上養成機関で修業する場合に、修
業期間の一定期間について、生活の負担の軽減を
図るため、高等職業訓練促進給付金を支給すると
ともに、修了後に高等職業訓練修了支援給付金を
支給した。
〔支給人数〕高等職業訓練促進
　　　　　　給付金：７人
　　　　　　高等職業訓練修了支援
　　　　　　給付金：1人

就職や転職を考えているひとり親に対して、相談に
応じ、一人ひとりの状況やニーズに応じた自立支援
計画を策定し、関係機関と連携しながら、自立・就労
に向けてのきめ細やかなサポートを行うとともに、
策定目標未達成の方に、定期的な面談等を実施し
た。
〔母子・父子自立支援プログラム策定件数〕34人

児童扶養手当受給者、または同等の所得水準にあ
るひとり親家庭の親およびお子さんの学び直しを
支援することで、より良い条件での就職や転職に向
けた可能性を広げ、正規雇用を中心とした就業につ
なげていくため、高等学校卒業程度認定試験合格
のための講座を受講する場合に、その費用の一部
を支給した。
〔支給人数〕2人

就職や転職を考えているひとり親に対して
相談に応じ、関係機関と連携しながら、一人
ひとりの状況やニーズに応じた自立支援計
画を策定することにより、自立・就労に向け
たきめ細やかなサポートを行うことができ
た。

今年度から事業の対象者要件が拡充
されるため、広報誌・ホームページの
ほか、こども政策課の施策案内や関係
各課作成の冊子等で引き続き周知を
図るとともに、窓口や児童扶養手当の
現況届受付会場等にて、ひとり親家庭
の父または母への就労支援により一
層努める。

今後も継続して実
施する。

こども政
策課

広報誌・市ホームページ等を活用し、ハロー
ワークや市の仕事なんでも相談、大阪労働
局の「総合労働相談ダイヤル」等の相談窓
口の情報提供を行った。

市内企業に対し、高齢者雇用支援月間等の
啓発月間に、市実施の就業支援に関する補
助制度のチラシを配布した。

市ホームページを活用し、夜間相談にも対応
できる府の労働相談チャットボットについ
て、情報提供することができた。

今後も継続して関係機関と連携し、就
業支援等に関する補助制度や相談窓
口等の情報提供を行っていく。

継続
商工労政
課

実務担当者向けに、ＤＶに関する機関が相
互に連携し、暴力防止と早期発見・早期対
応、被害者への支援のあり方等について研
修を行った。

配偶者暴力相談支援センター職員を講師に
研修を行った。参加者アンケートの結果は高
評価であった。

継続 96
人権・男
女共生課

相談員への資料提供や研修等の情報提供
を行った。人権・男女共生課主催のドメス
ティック・バイオレンス（ＤＶ）防止ネットワー
ク連絡会研修会に相談員が参加し、スキル
アップを図った。

研修に積極的に参加し、制度等の知識を深
めることができた。

複雑、複合、多様化した相談が多いた
め、課題を整理し、適切に他制度、他
機関へつなぐことが必要である。

相談者の課題を整
理し、適切に他制
度、他機関へつな
ぐ。

120
福祉総合
相談課

ひとり親自立支援員に国・府等が実施する
研修を受講する機会を提供した。
〔研修受講回数〕10回

国・府等が実施する研修を受講することによ
り、他の受講者との情報交換のほか、ひとり
親施策に関する最新情報を入手できたこと
から、ひとり親自立支援員の相談におけるス
キルアップにつながった。

案内のある研修会の中には毎年同じ
内容のものがあるため、興味のある研
修会を見つけスキルアップにつなげる
必要がある。

今後も継続して実
施する。

こども政
策課

就職サポートセンター担当職員が、府主催
の労働相談関係機関担当者等研修を受講
した。
【再掲 施策内容120】

就職サポートセンター担当職員の研修につ
いては、労働問題への対応能力を高め、労働
関係法規等の基礎的知識をはじめ、実践的
な労働相談事例を通して、実務に必要な知
識やスキルの向上を図ることができた。

今後も継続して関係課と連携し、多様
な広報媒体を活用し、就労に関する情
報提供や啓発を行っていく。、女性の
仕事に対して抱える悩み等の解決に
向けた相談業務を行っていく。

継続 120
商工労政
課

126

茨木市母子福祉会の売店等における販売
活動を引き続き支援した。また、母子福祉
会へ「ひとり親家庭の交流・情報交換事業」
を委託し、ひとり親家庭同士で交流を図っ
た。
〔交流会開催回数〕６回

茨木市母子福祉会の売店等における販売活
動の支援や、「ひとり親家庭の交流・情報交
換事業」を委託することで、ひとり親家庭の
早期自立や生活の安定に資することができ
た。

茨木市母子福祉会の次代を担う役員
候補探しに苦慮しており、運営の継続
に不安がある。

今後も継続して実
施する。

こども政
策課

125

ひとり親自立支援員や就職サ
ポートセンター等の相談担当者
のスキルアップを図るための研
修を実施します。

ひとり親家庭の当事者グループ
を支援します。

124

生活支援や子育て支援、就業支
援等に関する情報や補助制度、
相談窓口について、広報誌や市
ホームページ、SNSなど多様な
媒体を通じて周知を図り、就労
につながるよう支援をします。
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令和５年度事業の取組と実績 令和５年度事業の取組と実績に対する評価 事業の課題
今後の
方向性

再掲 担当課

定期テスト応援カレンダーを作成し、学区
の中学生にユースプラザが自習で使えな
い時間でも愛センターで自習が出来ること
を伝えて、両方の利用を増やせるよう周知
している。

〔カレンダー発行回数〕　　５回

試験最終日に、ユースプラザにお楽しみ企画
を作っていただき、周知することで、利用者
増に繋がった。また、定期テスト期間後も、引
き続き自習利用に繋がった。

継続
人権・男
女共生課

子ども・若者を早期に支援し、早期困難解
消をめざすとともに、支援する側・される
側の負担軽減を図るため、社会生活を円滑
に営む上での困難を有する子ども・若者に
対し、各々の専門性を有する支援機関が必
要に応じて連携し包括的に支援した。

〔実績〕・代表者会議　　     １回
　　　 　・ケース会議　　 142回
　　　 　・部会　 　　　　　  18回

また、研修・講座等を開催し、支援ノウハウ
や情報共有の機会を提供した。
〔実績〕
 ・子ども・若者支援地域協議会研修
(KOWA研） 5回

講習会は、福祉や教育等、様々な機関からの
参加があり、参加者アンケートの結果は高評
価であった。

茨木市子ども・若者自立支援センター
「くろす」とケース連携している機関が
限定的であるため、各ケースに合わせ
た部会やケース会議の充実を検討す
る。

今後も継続して実
施する。

こども政
策課

就職サポートセンター担当職員等が、子ど
も・若者支援地域協議会の実務者研修会に
出席し、子ども・若者自立支援センター「く
ろす」での相談内容の動向、支援状況等の
情報共有を行った。

支援状況等の情報共有ができたことにより、
就職サポートセンターで同様の相談があった
時の支援機関への誘導等の対応方法につい
て確認することができた。

今後も継続して関係機関等と連携し、
子ども・若者の生きづらさ解消、自立
支援を行っていく。

継続
商工労政
課

128

ヤングケアラー実態調査により、相談窓口
の設置と支援者間連携の強化の必要性が
求められていたことから、こども政策課に
ヤングケアラーコーディネーターを配置し、
学校や地域の支援者から相談を受け必要
に応じて支援を提供したほか、様々な支援
者を対象に事例検討会を開催し、連携の必
要性を共有しました。

事例検討会には多くの支援者が参加し、ヤン
グケアラー支援への関心の高さが伺えた。

ヤングケアラーに特化した支援サービ
スがないことから、支援が進みづらい
ケースがあるため、ヤングケアラーを
対象にした具体的な支援を検討する。

今後も継続して実
施する。

こども政
策課

令和５年度事業の取組と実績 令和５年度事業の取組と実績に対する評価 事業の課題
今後の
方向性

再掲 担当課

家計について安心して暮らせるよう家計や
今後の生活に関する相談を実施した。
〔相談〕69件

いのち・愛・ゆめセンターでの総合相談時に
加え、ＦＰ資格を有する社会保険労務士の専
門員を配置し、生活相談の充実を行った。引
続き実施しモニタリングと生活改善に努める
ほか、福祉施策との連動性をさらに強めて
いく。

福祉相談部署との連携を今も図って
いるところであるが、双方向により充
実させていくことが必要。

今後も継続して実
施する。

人権・男
女共生課

住み慣れた地域で安心して暮らし続けられ
るように、住民や企業・団体の活動との
マッチング等により、高齢者の生活支援に
かかるサービスの充実を図るとともに、地
域資源又は地域活動をわかりやすくする
ために視覚化（見える化）を行った。

高齢者の活動の場において、住民と接する
ことで地域の将来展望や課題を直接収集・
把握できただけでなく、それらの解決のため
に支援機関等との協議を通じた関係性の構
築だけでなく、サービス創出（イベント、活動
の活性化など）につなげることができた。

必要な情報が入手できる体制を構築
するために、地域資源又は地域活動
の視覚化（見える化）を進めなければ
ならない。
また、分野や属性を問わず互いにつな
がり、支え合える地域づくりをどのよ
うに進めていくのか、住民や支援機関
等とともに協議していく必要がある。

住民や支援機関等
と地域課題を共有
し、その解決に向
けた検討を行う協
議体の設置を進
め、誰もが安心し
て暮らせる地域づ
くりの構築をめざ
す。
そのためには、福
祉分野に限らず、
様々な主体がつな
がることによっ
て、住民の行動変
容につながる取組
みも継続して実施
する。

地域福祉
課

障害福祉サービスの指定部局と連携の上、
実地調査に同行し障害福祉サービス提供
事業者に対して指導、助言を行った。あわ
せて、希望する相談支援事業者に個別に面
談や指導、助言する場を設けるなど、サー
ビス提供面の質の向上を図った。
また、障害福祉サービス提供事業者が実施
する災害時の業務継続計画の研修会に参
加協力することにより、事業者のサービス
提供における持続可能性を高める取組み
についても、支援を行った。

左記取り組みを通じて、サービス提供事業者
が提供するサービスの質の平準化及び向上
を図ることができたことで、障害者自身が受
けるサービスの質を向上させることができ
たと考える。

サービスの質を向上させる一方で、
サービス提供事業者に過重な負担と
ならないよう事務効率化など、持続可
能なサービス提供体制づくりが課題
である。

今後も障害者が安
心して暮らしてい
くための、各種
サービスの充実と
質の向上に努めま
す。

障害福祉
課

地域住民の身近な相談場所である地域包
括支援センターや障害者相談支援センター
等で様々な相談に対応し、高齢者や障害者
等の支援を行いました。

地域包括支援センターの相談件数
47,443件
障害者相談支援事業の相談件数
36,042件

地区保健福祉センターの整備や障害者相談
支援センターや地域包括支援センター、ＣＳ
Ｗなど各種相談支援機関や関係機関との連
携を強化し、世代や分野にとらわれず、様々
な生活課題を抱える方へ支援を実施しまし
た。

関係機関等との更なる連携強化を図
るとともに、高齢者や障害者等が安心
して暮らせるような社会資源の充実
等が必要である。

今後も継続して実
施する。

福祉総合
相談課

高齢者福祉タクシー料金助成事業
・利用者数　　　2,284名
・延利用者数　 40,702件

タクシー料金助成事業について適正に執行
した。今後も広報誌・ホームページ等を活用
し、高齢者福祉サービス事業に関する情報提
供を実施する。

タクシーの予約がとりやすいよう、事
業者の登録を促進する。

今後も継続して実
施する。

長寿介護
課

ヤングケアラー実態調査の結果
を踏まえ、課題解決に向けた取
組を検討します。

施策内容

127

子ども・若者自立支援センター
「くろす」と関係機関のさらなる
連携を図るため、各ケースに合
わせた部会やケース会議の充実
について検討します。また、
「ユースプラザ」においては、関
係機関等と連携して子ども・若
者の生きづらさを解消し、自立
に向けた支援を行います。

129

高齢者や障害者等が安心して暮
らせるよう、様々なサービスの
充実と質の向上を図るととも
に、自立に向けた支援を行いま
す。

施策内容

（具体的施策　46)高齢者や障害者等への支援

（具体的施策　45)子ども・若者への支援
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130

市ホームページやリーフレット、市内を走る
路線バスに虐待防止を啓発する広告の
ラッピング等により、市民へ周知啓発を
図った。
また、障害者・高齢者の虐待防止を図るこ
とを目的とした「障害者・高齢者虐待防止
ネットワーク連絡会」を開催し、関係機関と
の連携強化や支援力の向上を図った。
【連絡会】
　〔概要〕各機関の取組状況の報告と意見
交換
　〔実施日〕令和5年7月7日
　〔対象者〕ネットワークを構成する関係機
関
　〔参加者〕52人
【研修会】
　〔概要〕虐待に関する知識習得
　〔実施日〕令和6年1月26日
　〔対象者〕ネットワークを構成する関係機
関
　〔参加者〕105人
　〔テーマ〕権利擁護と支援者として
　〔講師〕一般社団法人 支援の思想研究会
　　　　　理事長　上田　晴男　氏
　〔場所〕茨木市役所　南館10階大会議室

ラッピングバスによる周知は、より多くの市
民の目に触れる機会があること、周知期間
も長いことから、効果的であると考える。
また、「障害者・高齢者虐待防止ネットワーク
連絡会」は、関係機関との連携や研修による
支援力の向上を図ることにより、虐待対応を
より強化することができた。

ラッピング内容の見直しも含め、より
効果的な周知方法について研究が必
要である。
また、「障害者・高齢者虐待防止ネット
ワーク連絡会」は、連携強化のために、
引き続き実施する必要があるが、連絡
会については、より効果的なものとな
るよう、検討する必要がある。

今後も継続して実
施するが、実施方
法については、よ
り効果的なものと
なるよう、研究を
行っていく。

福祉総合
相談課

令和５年度事業の取組と実績 令和５年度事業の取組と実績に対する評価 事業の課題
今後の
方向性

再掲 担当課

令和５年度は、転入してきた日本語に不慣
れな外国人の利便性向上のために、英語・
中国語・やさしいにほんごのいばらき生活
ガイドブックを更新・配布した。
また、出入国在留管理庁通訳支援事業の
電話及び窓口対応時における電話通訳
サービスの利用を開始した。
加えてやさしい日本語による防災リーフ
レットを作成し、配布した。

在住外国人への情報提供を充実させた市
ホームページや、やさしいにほんご防災リー
フレットの作成・配布、いばらき生活ガイド
ブックを英語・中国語・やさしいにほんごで
作成することにより、在住外国人への情報提
供を行うことができた。また、電話及び窓口
対応時の外国語での円滑な意思疎通を行う
ことができた。

今後についても広く情報の周知を図
る必要がある。

今後も継続して実
施する。

132
文化振興
課

各いのち・愛・ゆめセンターにおいて識字・
日本語教室をはじめとする学習の機会の
充実を図った。
〔受講者〕延べ1,264人（豊川408人、沢
良宜471人、総持寺385人）
多文化共生支援事業としてオンライン日本
語交流会・対面式の交流サロン・事業周知
等を兼ねた交流会を実施した。
〔オンライン日本語交流会〕
10回開催　延べ124人
〔交流サロン〕
27回開催　延べ449人
〔交流会〕
３回開催　延べ536人

令和３年度から開催した多文化共生支援事
業では、識字・日本語教室に通室している外
国人のほか地域在住の外国人との交流を通
じて、日本語を学ぶ機会の提供や異文化理
解等、多文化共生に向けた理解を深めるこ
とができた。

当該事業の周知促進と参加者拡大を
図るとともに、外国人の活躍できる場
の創出や庁内外の関係機関・団体との
更なる連携強化を図る必要がある。
日常生活の困り事等を気軽に相談で
き、様々な外国人向け情報等を集約
し、一元的に外国人に対応できる場を
創設する必要がある。

多文化共生に関す
る事業は今後も継
続して実施する。
外国人向けの総合
相談窓口を市役所
内で開設できるよ
う調整する。

人権・男
女共生課

〔目的〕日常生活に必要な文字の読み書き
を習得し､社会的自立を支援する｡
〔概要〕教育の機会を疎外されてきた人々
には識字教室を､在日外国人等を対象に日
本語教室を開催
〔実施日〕毎週1回または2回
〔対象者〕市民、在勤、在学
〔場所〕①豊川･沢良宜･総持寺
　　　　　いのち･愛･ゆめセンター
　　　　②生涯学習センターきらめき
〔参加者〕①延べ1,264人(3センター合計
数)（豊川408人、沢良宜471人、総持寺
385人）
　　　　　②延べ320人

コロナ禍を通じて各教室で行った教室運営
の工夫を生かしつつ、各教室の実情を踏ま
えながら地域住民に学習機会を提供でき
た。
日本語指導者及び希望者向けの研修を社会
教育振興課主催で実施したことで、新規指
導者の参加や活動等へ積極的に参加する人
材の発掘に繋げることができた。

コロナによる制限がなくなったことに
より、技能実習生の受け入れが拡大し
ており、それに伴う受講希望者の増加
に対応していく必要がある。
学習指導者の定期的な募集により一
定確保し、学習の待機が出ないよう調
整する必要がある。
学習機会の継続が図れるよう、生活面
での課題についても、寄り添い支援す
る必要がある。

多文化共生支援事
業との連携を図
り、日本語学習や
交流の機会を提供
する。
講師間での情報・
技術の共有や、多
人数対応が可能な
サロン方式を導入
する等、学習ニー
ズを満たせるよう
各館の状況に合わ
せて実施する。
また、生活課題を
発見し、解決する
ために相談員や福
祉関係部署と連携
を図る。

社会教育
振興課

帰国・渡日の児童生徒及びその保護者に対
して通訳の派遣を実施した。

帰国・渡日の児童生徒及びその保護者に対
して通訳の派遣を実施し、学習機会の充実
を図ることができた。

少数言語の通訳者がなかなか見つか
らない場合がある。

少数言語通訳者の
確保に努める。

学校教育
推進課

障害者虐待防止、高齢者虐待防
止のための啓発を行います。

（具体的施策　47)在住外国人等への支援

施策内容

131

在住外国人等が孤立しないよ
う、意思疎通のための援助をし
ます。在住外国人等と相互理解
を深められるように、市民活動
団体等と協働して、交流の場の
提供や学習機会の充実を図りま
す。また、学習ニーズを踏まえた
講座内容の工夫や、技能実習生
受け入れ拡大に伴う受講希望者
の増加への対応についても取組
を進めます。
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防災ハンドブックの増刷に伴い、英語版
データについても最新の情報に修正し、水
害・土砂災害ハザードマップ及び地震防災
マップの外国語版データと併せて市ホーム
ページに掲載している。
加えて、外国人向けに大雨への備えや災害
時の情報収集に役立つアプリの紹介ペー
ジを掲載しており、大阪防災アプリの情報
について新たに掲載した。

防災啓発冊子や防災アプリを最新の情報に
更新し、市ホームページで公開することによ
り、在住外国人の災害時の適切な防災行動
につなげる。

平時においては、既存の外国語版の
啓発冊子データ等を活用し、効果的な
周知方法について検討していく必要
がある。
災害時においては、緊急情報はでき
る限り多言語や、やさしい日本語での
情報発信に努める。

引き続き、在住外
国人にとって分か
りやすい情報発信
に努める。

危機管理
課

市ホームページにおいて英語・中国語・韓
国語の3か国の外国語自動翻訳を導入し
ている。またGoogle翻訳を活用し、スペイ
ン語、ポルトガル語、フランス語、タガログ
語、タイ語、インドネシア語、ベトナム語の７
か国の外国語でホームページを閲覧でき
る環境を整備している。

市ホームページで引き続き多言語による情
報提供の環境を整えるよう努める。

継続
まち魅力
発信課

令和５年度は、転入してきた日本語に不慣
れな外国人の利便性向上のために、英語・
中国語・やさしいにほんごのいばらき生活
ガイドブックを更新・配布した。
また、出入国在留管理庁通訳支援事業の
電話及び窓口対応時における電話通訳
サービスの利用を開始した。
加えてやさしい日本語による防災リーフ
レットを作成し、配布した。

在住外国人への情報提供を充実させた市
ホームページや、やさしいにほんご防災リー
フレットの作成・配布、いばらき生活ガイド
ブックを英語・中国語・やさしいにほんごで
作成することにより、在住外国人への情報提
供を行うことができた。また、電話及び窓口
対応時の外国語での円滑な意思疎通を行う
ことができた。

今後についても広く情報の周知を図
る必要がある。

今後も継続して実
施する。

131
文化振興
課

多文化共生支援事業の対面式の交流サロ
ンにて、在住外国人のためにやさしい日本
語で学べる防災教室を実施した。
〔実施〕
３回開催　延べ28人

参加者には、防災用語をやさしい日本語に
置き換えて学んでいただき、ハザードマップ
の見方、防災クイズ等に取り組み、防災リテ
ラシーを高めていただき、大変好評だった。

当該事業の周知促進と参加者拡大を
図るとともに、外国人の活躍できる場
の創出や庁内外の関係機関・団体との
更なる連携強化を図る必要がある。
日常生活の困り事等を気軽に相談で
き、様々な外国人向け情報等を集約
し、一元的に外国人に対応できる場を
創設する必要がある。

今後も継続して実
施する。
外国人向けの総合
相談窓口を市役所
内で開設できるよ
う調整する。

人権・男
女共生課

133

在住外国人に多言語で相談に対応できる
よう、通訳対応の予算措置をしている。
〔実施〕
１件

他機関からの相談も徐々に増えてきており、
通訳が必要なケースにおいても対応するこ
とが出来た。一方で周知不足もあり、通訳利
用の実績は増えていない。

日常生活の困り事等を気軽に相談で
き、様々な外国人向け情報等を集約
し、一元的に外国人に対応できる場を
創設する必要がある。

外国人向けの総合
相談窓口を市役所
内で開設できるよ
う調整する。

人権・男
女共生課

在住外国人等が利用しやすいよ
うに多言語に対応している相談
機関との連携を図ります。

132

在住外国人等が安心して暮らせ
るよう、多言語による情報提供
を行います。また、災害時緊急情
報を含めた防災情報等を多言語
で発信します。
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